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第 15 回 甲田地区小学校統合準備委員会【総務部会】要点筆記 

開催日時： 平成 27 年 10 月 21 日（水） 

午後 7 時 00 分～8 時 30 分 

開催場所： 甲田支所 2 階会議室 

参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■専門部会員（敬称略） 

  豊原 稔和      甲立小学校区内の振興会代表 

  明木 一悦      小田小学校区内の振興会代表 

  今村 佳岳      小田東小学校区内の振興会代表 

  岡田 耕治      甲立小学校保護者会の代表 

  田邊 介三      甲立小学校保護者会の代表 

 ◎足助 智恵      小田小学校保護者会の代表（部会長） 

  田中 真二郎     小田小学校保護者会の代表 

岩田 幸雄      小田東小学校保護者会の代表 

大前 浩介      小田東小学校保護者会の代表 

  光實 大輔      甲立保育所保護者会の代表 

  若佐 久美子     小原保育所保護者会の代表 

 ○富永 美香      小田東保育所保護者会の代表 （副部会長） 

  山平 弥生      甲立小学校の校長 

  川本 和暁      小田小学校の校長 

  信末 実智則         小田東小学校の校長 

  宮本 直彦      甲田中学校の校長 

■安芸高田市 

  叶丸 一雅      安芸高田市教育委員会教育次長 

  前  寿成      安芸高田市教育委員会教育総務課長 

  柳川 知昭      安芸高田市教育委員会教育総務課学校施設係長 

  倉田 英治      安芸高田市教育委員会教育総務課主査 

傍聴者  

会議次第 

及び資料 

別添のとおり 

協議内容 □概要 

「学校施設」「体育館」「学校プール」「運動場及び運動場の遊具」「駐車場」について、文言整理を

行い、部会として確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□協議事項 

●「学校施設について」 

・要望事項として、学校施設については、要望事項の文言を一部修正して「必要な改修を実施し、

不足教室を増設のうえ、統合校としてスタートさせる」ということで確認した。 

 

●「体育館について」 

・要望事項として、「身体障害者用トイレの設置など、トイレ環境の整備を要望する。」こととした。 
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・現「甲立小学校」の体育館トイレは、改修が可能なのか不安がある。運動場にある運動用具を入

れる小屋に併設されているトイレも一緒に改修できるような形で考えた方がよいのではないか。学

校施設のなかで細かい部分まで表記できないということは理解できるので、現実に設計する段階で

協議をしたいと思う。 

・総合的に外で皆が利用できるトイレを造り、その整備の中に身体障害者用のトイレがあるという

形であれば問題ないのでないかと思う。 

 

●「学校プールについて」 

要望事項として、「現基幹集落センター解体後、統合までに跡地に新プールの建設を要望する。」

こととした。 

・基幹集落センターについて、甲立地域振興会では市へ建て替えの要望書を提出し、検討するとい

う回答をいただいている。利用休止の年限は２９年３月３１日までということで、それぞれの団体

へ通知は出ている。できるだけ早い段階で基幹集落センター取り壊し要望を出してもよいのではな

いかと思う。夏にプールが始まるので、４月に間に合わなくても５月に完成するくらいの形で設計

していただくなど、もう少し「学校のスタートに合わせる」ような形で表現し新設を要望したほう

がいいと思う。 

・新設要望が通らなければ、基本合意書の契約ができない。１町１プールについて小学校と B＆G

のプールは用途が違うので、新設という形でないと市との合意書の締結はできない。 

 

●「運動場及び運動場の遊具について」 

要望事項として、「遊具のリニューアルを要望する。」こととした。 

 

●「駐車場について」 

要望事項として、「学校施設の整備と併せて駐車場の整備を要望する。併せて学校行事等の場合、

必要に応じて臨時的に確保することを要望する。」こととした。 

・甲立小学校の駐車場は教職員の駐車場しかないため、学校行事等基幹集落センターの駐車場を利

用している。学校施設の一環として駐車場を整備することを考えておいたほうがよいのではないか。 

 

■「放課後児童クラブ」について 

 小田小学校は、保護者へ意見を聞いてきた。中には統合をしたのだから、一緒に遊べる甲立小が

いいと言われる方もいたが、半数以上の方から小原地域に児童クラブがあってほしいという意見が

でた。小田地区に児童クラブを設けていただきたい。 

 

○子育て支援課長から 

基本的な市の考えとしては１学校区１児童クラブを原則として考えているが、１０名で補助金が

出るということもあるので、併せて考えさせていただきたい。 

児童クラブを委託で受けるための条件は、保育資格，教員資格者が２名以上必要であり、県の研

修等を受けていただくことになる。 

 

○事務局から 

現在、小田小学校の児童クラブ運営は NPO法人に委託されている。仮に小田の要望を聞かせてい
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ただいて、小田に児童クラブを残すとした時は、今まで通り NPO法人で委託運営されるのか、地元

で運営されるのか確認をする必要がある。次回、運営方法も含めて整理をする必要があると思って

いる。 

 

■その他 

・準備委員会では確認事項をまとめて挙げず、５，６個で準備委員会を開催してほしいと言われて

いた。そう考えると確認できているものが溜まってきているので、そろそろ準備委員会を開催して

もいいのではないかと思う。確認できる事項はどんどん確認してもらったほうがよい。 

 

□部会長のまとめ 

「放課後児童クラブ」については、次回も継続協議とする。準備委員会では確認事項について、

総務部会では継続協議をそれぞれ進めていったほうがよいと思うので、事務局と相談する。 

 

□事務連絡 

次回は、平成 27年 11月 4日（水）に第 16回の総務部会を開催する。 
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第 15回甲田地区小学校統合準備委員会【総務部会】次第 
 

日時 平成 27年 10月 21日（水） 19時 00分～ 

場所 甲田支所 二階会議室 

 

 

 

１.開  会 

 

２.協議事項 

 

（1） 協議案件の整理について 

  ・学校施設について 

    ・体育館について 

・学校プールについて 

・運動場及び運動場の遊具について 

    ・駐車場について 

 

(2) 放課後児童クラブについて 

 

（3）その他 

 

３.事務連絡 

 

 ・次回開催予定  平成 27年  月  日（  ） 

 

４.閉  会 

 

 


